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「PFI 行刑施設で社会の安定を」 

 

■注目集める PFI 事業 

今国会で「水道法」が改正された。PFI

事業のうち、「コンセッション方式」と呼

ばれる方法で、自治体が水道事業の認可を

受けたまま民間に運営権を委託するもの

である。過疎地ではすでに水道事業を自治

体が担うのが難しい状況に陥っている。古

い水道管は老朽化が激しく、独自に抱える

人件費の負担も重くのしかかる。 

これを、民間活力を利用することで、広

域化によるコスト削減、効率的な運用など

が期待されるのである。海外企業の参入に

よる将来の水道料金値上げを懸念する向き

もあるが、公共性の高い水道事業を委託す

るには、海外企業は日本企業とのジョイン

トベンチャーを作る必要があり、契約時に

しっかりと自治体が縛りを入れることで、

急激な料金上昇を抑えることができる。 

 

■刑務所も PFI で運営 

民間活力を利用して国民生活を向上させ

るという理念のもと、1999 年に成立した

のが PFI 法で、正式名称を「民間資金等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関

する法律」という。施行から 19 年を経て、

日本全国で行われているPFI事業数は666

に上る。 

666 事業のうち一番多いのは社会教

育施設や文化施設でその数 220 事業。

次に多いのが道路、公園、下水道施設、

港湾施設で 149 事業（別表参照）。 

この中で、本日取り上げたいのが、「安

心」分野の「行刑施設」である。一言で

言うと刑務所である。 

  

 

 

会員の皆様、こんにちは。 

 

 今秋臨時国会で、改正水道法が成立しました。その結果、民間活力を国民生活

のために活用するという PFI 事業にスポットライトが当たりました。財政緊縮の

中、行政職の増員が望めないばかりでなく、地方では過疎化によってそもそも公

共事業の担い手が不足する社会が到来しています。官民が協力して効率化とサー

ビス向上の両方を目指す PFI 事業への取組みにご注目ください。 
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現在日本国中の刑務所に収容されてい

る受刑者は約 6 万人。人口 1 億 2000 万

人に対しての 6 万人は相当少なく感じる

かもしれない。それでも平成 18 年には昭

和 31 年以降最多の 8 万 1000 人となっ

たことから、刑事施設の過剰収容が問題と

なった。これを契機として、刑務所が国民

の理解と支えによって運営されることを

目標に、PFI 方式導入となった。それによ

る総人件費の抑制が規制改革の流れに沿

ったものであったことも奏功した。 

 

■社会の安定を図るための取組み 

FI 刑務所では、国の職員と、PFI 事業者

の職員が協同している。官民協働刑務所と

呼ばれ、政府が担うのは、「武器・武具の使

用」「懲罰・刑務作業の賦課」」であり、事

業者が担うのは、「食事の提供、自動車運

転、窓口業務、洗濯・清掃」などである。

比較的犯罪傾向が進んでいない受刑者（初

犯者）を収容する施設は「社会復帰促進セ

ンター」と呼称される。その中でも山口県

の美祢社会復帰センターに着目してみよ

う。 

映画や TV で見る刑務所から想像する

と、コンクリート製の高い外塀や、鉄格子

付きの窓を思いうかべるかもしれない。し

かし、美祢社会復帰センターではそれらが

開放的な 2 重フェンスと採光性の高い強

化ガラスに置き換えられ、受刑者の人権に

配慮したつくりとなっている。 

受刑者が出所した際、収入の見込みがな

いと再び犯罪を起こすかもしれない。そこ

で、社会復帰センターでは職業訓練を施し

ている。美祢の場合、「ペット職業科」でトリ

マーとしての訓練を施し、「ネット販売実科」

ではヤフー株式会社の協力で e-コマースに

関する知識を習得、「DTP 専攻科」では印刷・

広告に関するコンピュータ技術を習うこと

ができる。他社会復帰促進センターでも農作

業や調理、皮革工芸を専門とする科も用意さ

れている。「なぜ罪を犯した者に無料で技術

を習得させるのか、一般人に比して不平等で

はないか」という声も聞こえてきそうだ。し

かし、受刑者を刑務所に収容しておくのに要

する費用は年間 300 万円。再入者（再犯）

が減れば、それだけ税金の投入が減ることに

なるし、出所後にその者が働けば納税者にな

るのである。刑務所の PFI 事業化の経済的メ

リットはその点にあるが、さらに広い視野で

社会の安定を考えた場合、国民が安心して暮

らせる社会の実現に大きく寄与しているこ

とは間違いない。 

 

ペンネーム 大根好き 
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